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公安委員会規則

2 令和7年12月12日（金）　　福 井 県 報 号 外 第 89 号

 福井県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和７年１２月１２日 
      福井県公安委員会 委員長 春木 麻紀子 
福井県公安委員会規則第１０号 
   福井県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 
福井県道路交通法施行細則（昭和４３年福井県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
改正後 改正前   

（警察署長の駐車許可） 
第１２条 （略） 
２～６ （略） 
７ 前項の駐車許可証の交付が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当
該駐車許可証の交付を受けた者は、次項の規定に基づく掲出を行う目的その他
の正当な目的のために当該駐車許可証の複製を作成するときであって当該複製
が当該駐車許可証の交付を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルまたはその者の管理する電磁的記録媒体に記録されるときを除き、当該駐
車許可証に係る電磁的記録を複製し、または複製させてはならない。 

８ 第６項の駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を当該許可を
受けた場所に駐車させている間、当該駐車許可証（前項に規定する場合にあっ
ては、当該駐車許可証を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したも
の）を当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。 

９ （略） 
１０ （略） 
１１ （略） 
１２ 駐車許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、
速やかに当該駐車許可証（第３号の場合にあっては、発見し、または回復した
駐車許可証）を廃棄（第７項に規定する場合にあっては、当該駐車許可証に係
る電磁的記録を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルおよび
その者の管理する電磁的記録媒体から消去）しなければならない。 
⑴～⑷ （略） 
 
（補佐人） 

第３８条 当事者またはその代理人は、意見の聴取の期日に補佐人（意見の聴取

（警察署長の駐車許可） 
第１２条 （略） 
２～６ （略） 
 
 
 
 
 
 
７ 前項の駐車許可証は、当該許可に係る車両を、当該許可を受けた場所に駐車
させている間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。 
 
 
８ （略） 
９ （略） 
１０ （略） 
１１ 駐車許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、
速やかに当該駐車許可証（第３号の場合にあっては、発見し、または回復した
駐車許可証）を廃棄しなければならない。 
 
 
⑴～⑷ （略） 
 
（補佐人） 
第３８条 当事者またはその代理人は、意見の聴取の期日に補佐人（意見の聴取

等規則第２条第３号に規定する補佐人をいう。以下同じ。）を出頭させようと
するときは、行政庁に補佐人出頭許可申請書（様式第２７号）を提出しなけれ
ばならない。 

２ 行政庁は、前項の規定に基づく申請に対する許可をしたときは、速やかに、
その旨を当事者またはその代理人に対し、補佐人出頭許可書（様式第２７号の
２）または口頭により通知するものとする。 

等規則第２条第３号に規定する補佐人をいう。以下同じ。）を出頭させようと
するときは、補佐人出頭許可申請書（様式第２７号）を提出しなければならな
い。 
 
 

  
 様式第１４号の４から様式第１４号の６まで、様式第１４号の８および様式第２５号から様式第２７号までを次のように改める。 
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等規則第２条第３号に規定する補佐人をいう。以下同じ。）を出頭させようと
するときは、行政庁に補佐人出頭許可申請書（様式第２７号）を提出しなけれ
ばならない。 

２ 行政庁は、前項の規定に基づく申請に対する許可をしたときは、速やかに、
その旨を当事者またはその代理人に対し、補佐人出頭許可書（様式第２７号の
２）または口頭により通知するものとする。 

等規則第２条第３号に規定する補佐人をいう。以下同じ。）を出頭させようと
するときは、補佐人出頭許可申請書（様式第２７号）を提出しなければならな
い。 
 
 

  
 様式第１４号の４から様式第１４号の６まで、様式第１４号の８および様式第２５号から様式第２７号までを次のように改める。 
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等規則第２条第３号に規定する補佐人をいう。以下同じ。）を出頭させようと
するときは、行政庁に補佐人出頭許可申請書（様式第２７号）を提出しなけれ
ばならない。 

２ 行政庁は、前項の規定に基づく申請に対する許可をしたときは、速やかに、
その旨を当事者またはその代理人に対し、補佐人出頭許可書（様式第２７号の
２）または口頭により通知するものとする。 

等規則第２条第３号に規定する補佐人をいう。以下同じ。）を出頭させようと
するときは、補佐人出頭許可申請書（様式第２７号）を提出しなければならな
い。 
 
 

  
 様式第１４号の４から様式第１４号の６まで、様式第１４号の８および様式第２５号から様式第２７号までを次のように改める。 
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様式第２７号の次に次の１様式を加える。 
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様式第２７号の次に次の１様式を加える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第２８号および様式第２９号を次のように改める。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和７年１２月１５日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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